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は じ め に

平成３０年版「自殺対策白書」によると，本邦の自

殺者数は，平成１０年以降，１４年連続して３万人を超

える状態が続いていたが，平成２４年には３万人を下

回り，平成２９年は２万１,３２１人となっている１）（図１）。

また，警察庁の「平成３０年の月別自殺者数について

（１２月末の速報値）」によれば，平成３０年は前年に比

べ７２３人減少し，２０,５９８人と７年連続で３万人を下

回った２）。

平成１８年の自殺対策基本法施行（平成２８年改正）

以降，自殺は「個人の問題」から「社会の問題」へと

広く認識されるようになり，種々の自殺対策が総合的

に推進された結果，上述のとおり，自殺者数の年次推

移は減少傾向にある。しかし，本邦の自殺死亡率は主

要先進７か国の中で最も高く，年間自殺者数も毎年２

万人を超える水準にあるなど，非常事態は未だ続いて

いる状況といえる。

自殺総合対策大綱と精神保健福祉士

平成１９年，政府は，自殺対策基本法に基づき，政

府が推進すべき自殺対策の指針として「自殺総合対策

大綱」を初めて策定した。その後，２度の改正を経て，

平成２９年７月，前年の自殺対策基本法改正の趣旨や本

邦の自殺の実態を踏まえ，「自殺総合対策大綱～誰も

自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して

図１ 自殺者数の推移（自殺統計）

資料：警察庁（２０１８）「平成２９年中における自殺の状況」３）より作図
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～」（以下「大綱」という。）が閣議決定された。見直

し後の大綱では，①地域レベルの実践的な取組の更な

る推進，②若者の自殺対策，勤務問題による自殺対策

の更なる推進，③自殺死亡率を先進諸国の現在の水準

まで減少することを目指し，平成３８年までに平成２７

年比３０％以上減少させることを目標とすることが掲

げられている４）。

また，自殺の背景には，精神保健上の問題だけでな

く，経済・生活の問題，家庭の問題，勤務の問題など

の様々な社会的要因があり，大綱では，これらの問題

に包括的に対応するため，精神科医療・保健・福祉等

の各施策の連動性を高める専門職として，精神保健福

祉士の名称が初めて挙げられている４）。表１に示した

「自殺総合対策における当面の重点施策」において，

その配置についても言及されており，精神保健福祉士

への社会的要請の高さが窺える。

自殺対策と精神保健福祉士

以下では，これまでの自殺対策における精神保健福

祉士の実践に関する国内の先行研究を概観し，その内

容を踏まえ，本邦の自殺対策における精神保健福祉士

の役割および実践上の課題について考察する。

方 法

自殺対策における精神保健福祉士の役割に関連した

文献を収集するために，国立情報学研究所のCiNiiを
用いて検索した。「精神保健福祉士」および「自殺」

をキーワードとして，１９９８年から２０１８年までの２１年

間の文献を対象に検索したところ，２２件の文献が検

出された（２０１８年１２月２８日現在）。本稿では，自殺

対策および予防に関する精神保健福祉士の介入や実践

が記述されている文献を選定した。その結果，目的に

合致した１４件を本稿の分析対象とし，その内容や方

法等について検討を行った。なお，原著論文の数が少

ないため，論文の体裁を整えた解説・特集，会議録

（実践報告を含む。）も分析対象とした。

結 果 と 考 察

対象とした１９９８年から２０１８年までの２１年間の文

献のうち，原著論文は１件，解説・特集は１０件，会議

録は３件であった。

１４件の文献について，自殺予防の段階と精神保健福

祉士のかかわりに関して分類を行った（表２）。その結

果，プリベンション（自殺の蓋然性が低い段階でその

予防を図る）２件，インターベンション（現に起こり

つつある自殺の危険に介入し，自殺を防ぐ）１０件，ポ

ストベンション（不幸にして自殺が生じてしまった場

合に，他の人に与える影響を最小限として，新たな自

殺を防ぐ）２件であり，インターベンションに関する文

献が最も多く，その大半を占めていた。

自殺対策における精神保健福祉士の実践は，救急救

命センター等の救急医療機関における自殺未遂者への

介入が主であり，救急医，精神科医，看護師等と協働

し，地域の関係機関等への連絡・調整等の役割を担っ

ていた。

山田ら（２０１１）は，自殺未遂者の再企図予防に果た

表１ 自殺総合対策における当面の重点施策と精神保健福祉士

６．適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする

（３）精神保健医療福祉サービスの連動性を高める専門職の配置

７．社会全体の自殺リスクを低下させる

（１１）ひきこもりへの支援の充実

８．自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ

（２）救急医療施設における精神科医による診療体制等の充実

（３）医療と地域の連携推進による包括的な未遂者支援の強化

１１．子ども・若者の自殺対策を更に推進する

（５）若者への支援の充実

資料：厚生労働省（２０１７）「自殺総合対策大綱（本文）」４）より作表

表２ 自殺予防の段階と精神保健福祉士のかかわり

件数段階

２プリベンション（prevention：事前対応）

１０インターベンション（intervention：危機対応）

２ポストベンション（postvention：事後対応）
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自殺対策における精神保健福祉士の役割

す精神保健福祉士の役割として，①未遂者に寄り添

う，②エンパワメント，③心理的・社会的問題への介

入，④連携体制の構築の４点を挙げている５）。また，

濱口ら（２０１４）は，精神保健福祉士の配属前後で，自

殺企図に伴う外傷症例における入院期間や転帰の変化

を調査した。その結果，精神保健福祉士の介入前後

で，最終手術日から退院までの日数が有意に減少し，

退院までの調整が円滑に行えた結果であり，精神保健

福祉士の役割は大きいと述べている６）。さらに，山田

ら（２０１５）は，向精神薬の過量服薬により救急医療施

設に搬送された自殺企図患者への対応について，精神

保健福祉士が配置される前後での比較検討を行った。

転帰については，精神保健福祉士配置後の退院割合の

有意な低下，転科・転院割合の有意な増加を報告して

おり，社会的側面への調整・介入等，精神保健福祉士

の動きや職能が転院の阻害要因の解消に寄与したもの

と推察している７）。

自殺予防，特にインターベンションにおける精神保

健福祉士の役割は，表３のように整理できる。

自殺のハイリスク者を早期に発見し，適切に医療に

「つなぐ」取組に併せて，自殺の危険性を高めた背景

にある経済・生活問題，家庭問題，勤務問題等，様々

な問題に包括的に対応することが重要であると考えら

れる。そのため，精神科医療・保健・福祉等の連動性

を高めるための専門職として，精神保健福祉士を医療

機関を始めとした地域に配置するなど，社会的な仕組

みの整備が必要である。

精神保健福祉士の支援対象は，精神保健福祉士法第

２条において，「精神科病院その他の医療施設におい

て精神障害の医療を受け，又は精神障害者の社会復帰

の促進を図ることを目的とする施設を利用している

者」と定義されている。精神保健福祉士に求められる

中核の役割は，精神障害者の権利擁護や主体性を尊重

し，医療機関等からの早期の社会復帰や安心した地域

生活を送るための支援をすることである。一方，精神

障害は自殺の主要な危険因子として知られており（表

４），精神障害者またはメンタルヘルスに課題のある

者は，自殺のハイリスク者にもなり得る。したがっ

て，精神保健福祉士の日常的な相談支援等の活動は自

殺予防につながるかかわりであるともいえる。しか

し，先にも述べたように，精神保健福祉士の役割の中

核は，精神障害者の人権を尊重し，利用者の立場に

立って，地域で安心して暮らせるよう相談に応じ，支

援をすることである。現職の精神保健福祉士が，その

日常業務の中で，自殺対策をどの程度意識し，自殺の

危険性を評価しながら活動しているかは不明であり，

今後，調査研究を行う必要がある。

お わ り に

自殺予防対策の基盤は，人と組織のネットワーク構

築である。自殺念慮がある者や自殺未遂者，自死遺族

の人々に対する相談支援において，地域の精神科医療

機関を含めた保健・医療・福祉に関する機関のみなら

ず，行政，司法，教育，労働等の関係機関・関係団体

とも連携した「つながる支援」を実践していくことが，

表３ 自殺予防（インターベンション）における精神保健福祉士の役割

・精神科受診・受療の支援

・他科・他機関との連携・調整

・本人や家族に対する心理教育

・本人や家族が抱える社会生活問題に対する支援

・自殺のリスクが高まった際の対処方法の確認

表４ 主要な自殺の危険因子

保健医療システムと社会的危険因子

・ヘルスケアへのアクセスの障壁，手段へのアクセス，不適切な報道とソーシャルメディ

アの使用，援助希求行動に関連するスティグマ

地域と人間関係の危険因子

・災害・戦争・紛争，異文化への適応と強制移動によるストレス，差別，トラウマもしく

は虐待，孤立感と社会的支援不足，人間関係の葛藤，不和，喪失

個人の危険因子

・過去の自殺企図，精神障害，アルコールと他の物質の有害な使用，失業もしくは経済的

損失，絶望，慢性疼痛と疾患，自殺の家族歴，遺伝学的および生物学的因子

資料：独立行政法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所自殺予防総合対策センタ

ー訳（２０１４）「自殺を予防する－世界の優先課題」８）より作表
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精神保健福祉士に求められている。精神保健福祉士を

取り巻く社会的環境や期待される役割は大きく変化し

ており，精神障害者やその家族への相談支援に加え，

精神保健，司法，教育，労働分野などにおいて支援す

べき様々な課題が増加していることを受け，その活動

領域は拡大している。しかし，このような諸課題に対

して，精神保健福祉士は個々のクライエントに寄り添

いながら対応していかなければならないが，未だ十分

な対策や支援体制が確立されていないのが現状であ

る。また，精神保健福祉の多様化する課題について

は，現在の精神保健福祉士養成課程において，各課題

それぞれの基礎的な知識，各課題に対して行われてい

る対策の教育に止まっており，より実践的な学びをし

ていく必要がある。今後は，適切な対応ができる精神

保健福祉士を養成するための教育，人材育成を行う仕

組みづくりが重要な課題である。
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